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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言解除後の私立学校の対応について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいている

ことに感謝申し上げます。 

緊急事態宣言が令和３年３月２１日をもって解除されることを受け、県教育委員会

は別添の県立学校長宛て通知のとおり対応することを決定しました。併せて、各市町

村教育委員会教育長に対して別添市町村教育委員会教育長宛て通知し、対応を依頼し

ました。 

つきましては、各私立高等学校及び特別支援学校におかれては、県立学校と同様の

対応を取るようお願いします。 

併せて、各私立小・中学校におかれては、市町村教育委員会教育長宛て通知を参考

の上、対応をお願いします。 

 

記 

【参考】別添通知 

○県立学校長宛て通知 

令和３年３月１９日付け教高指第２３６６号「緊急事態宣言解除後の県立学校の対

応について（通知）」 

○市町村教育委員会教育長宛て通知 

令和３年３月１９日付け教義指第１１２９号「新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づいた緊急事態宣言解除後の市町村立学校の対応について（通知）」 
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